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Japan Tax Newsletter 
 

デロイト トーマツ税理士法人 

2025 年 4 月 1 日号 

法定実効税率についての最新情報 
～令和 7 年 3 月決算を迎えるに当たり、最新の税制改正を確認～ 

 

 

1. 法定実効税率に関係する税制改正の概要 

税効果会計においては、決算日において国会で成立している税法に規定されている税率に基づいて計算することとされている

（企業会計基準適⽤指針第 28 号 「税効果会計に係る会計基準の適⽤指針」第 44 項～第 49 項）ため、改正税法が

決算日（令和 7 年 3 月 31 日）までに成立した場合には、法定実効税率の計算に織り込む必要がある。 

近年の税制改正のうち、法定実効税率の計算に影響を及ぼし得る税制改正は、次のとおりである。 

 

(1) 防衛特別法人税の創設（令和 7 年度税制改正） 

令和 7 年度税制改正についての「所得税法等の一部を改正する法律」（以下「令和 7 年度税制改正法」）は令和 7 年

3 月 31 日に成立し、令和 7 年 3 月決算の税効果会計において考慮する必要がある。 

令和 7 年度税制改正法においては、まず、防衛特別法人税が創設され、令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度か

ら適⽤されることとされた。概要は次のとおりである。 

項目 改正内容 

納税義務者 
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 

（人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む） 

課税の範囲 

 

法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課される。 

 

税額の計算方法 

 

防衛特別法人税額＝(基準法人税額 - 基礎控除額 年 500 万円) × 4％ 

 

Executive Summary 

◼ 令和 7 年度税制改正法は令和 7 年 3 月 31 日に成立し、令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度について防

衛特別法人税（法人税額に対し税率 4％）が課されることとなった。令和 7 年 3 月決算における税効果会計

の適⽤に当たり、対象事業年度の法定実効税率の計算において考慮する必要がある。 

◼ 令和 6 年度税制改正により外形標準課税の適⽤対象法人についての改正が行われ、将来の外形標準課税の

適⽤の有無に影響がある場合があるため、考慮する必要がある。 
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◼ 防衛特別法人税額＝各課税事業年度の課税標準法人税額（課税標準）×税率 4％ 

◼ 課税標準法人税額＝基準法人税額から基礎控除額を控除した金額  

◼ 基準法人税額：次の制度を適⽤しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の

額（附帯税の額を除く） 

➢ 所得税額の控除 

➢ 外国税額の控除 

➢ 分配時調整外国税相当額の控除 

➢ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 

➢ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控

除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算 

➢ 控除対象所得税額等相当額の控除  

◼ 基礎控除額：年 500 万円 

➢ なお、通算法人の基礎控除額は、年 500 万円を各通算法人の基準法人税額の比で配

分した金額とする。この配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法

人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。  

◼ 次の税額控除が行われる 

➢ 外国税額の控除 

➢ 分配時調整外国税相当額の控除 

➢ 控除対象所得税額等相当額の控除 

➢ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除 

 

申告及び納付等 

◼ 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税

の中間申告書を提出しなければならない。 

➢ 上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和 9 年 4 月 1 日以後に開始する課

税事業年度から適⽤される。  

◼ 防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業

年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とされる。  

◼ 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とされる。  

◼ 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る

課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特

別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった

金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額が還付される。  

◼ 各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を

提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税が還付

される場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定している

もののうち、法人税の還付金の額に 4％を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税

標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に

相当する金額が併せて還付される。 

その他質問検査、 

罰則等 
各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置がとられる。 

適⽤関係 

 

令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適⽤される。中間申告については、令和 9 年

4 月 1 日以後に開始する課税事業年度から適⽤される。 

 

 

防衛特別法人税は、令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から課されるが、税効果会計においては、決算日におい

て国会で成立している税法に規定されている税率に基づいて計算することとされている。 

また、企業会計基準委員会（ASBJ）から補足文書「2025 年 3 月期決算における令和 7 年度税制改正において創設さ

れる予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」（令和 7 年 2 月 20 日）（ASBJ ウェブサイト（PDF））が

公表されており、以下のように整理されている。 

 

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250220_02.pdf
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250220_02.pdf
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11. 改正税法が 2025 年 3 月 31 日までに成立した場合、同日に決算日を迎える企業にあっては、税効果会計の適⽤

における 2026 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に際して、防衛特別法人税の影響を反映する必要があると考えられる。 

（中略） 

13. 防衛特別法人税については、税効果適⽤指針第 46 項に掲げる税金には明示されていないものの、法人税に対する

付加税として課されるものであるため、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金である法人税等（税効

果適⽤指針第 4 項(2)）に該当すると考えられる。したがって、改正税法が成立した場合には、法人税、地方法人税及

び特別法人事業税（基準法人所得割）と同様に取り扱い、次の算式により法定実効税率を算定することが税効果適

⽤指針の趣旨に適うこととなると考えられる。 

法定実効税率 ＝ 

法人税率×(1＋地方法人税率＋防衛特別法人税率＋住民税率)

＋事業税率＋事業税率（標準税率）×特別法人事業税率

1＋事業税率＋事業税率（標準税率）×特別法人事業税率
  

（注） 第 6 項に記載のとおり、防衛特別法人税の課税標準の計算において法人税額か ら基礎控除額として 500 万

円を控除することが予定されているが、上述の算式 においては考慮していない。 

 

したがって、令和 7 年 3 月決算に当たり、令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度についての法定実効税率の計算において

は、法人税率に乗ずる防衛特別法人税率を考慮する必要がある。 

 

(2) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例 

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、適⽤税率や対象法人の見直しが行われた上、その適⽤期限が 2 年

延長された。  

見直しの具体的な内容は次のとおりである。 

項目 改正前 改正後 

軽減税率の特例の

内容 

所得の金額のうち年 800 万円以下の部分に

ついて、軽減税率 19％（本則）が適⽤ 

さらに時限的に軽減され、軽減税率の特例

15％が適⽤（租税特別措置） 

 

所得の金額が年 10 億円を超える事業年度につい

て、所得の金額のうち年 800 万円以下の金額に

適⽤される税率が 17％（改正前：15％）に引き

上げられた。 

 

所得金額が 10 億円以下の事業年度の年 800 万

円以下の金額については改正前と同様の軽減税

率の特例（15％） が適⽤される。 

 

適⽤対象法人 

当該各事業年度終了の時において資本金の

額若しくは出資金の額が 1 億円以下である

もの若しくは資本若しくは出資を有しないもの

等（適⽤除外事業者、大法人による完全

支配関係がある普通法人、大通算法人等を

除く） 

適⽤対象法人の範囲から通算法人が除外された。 

適⽤期限 
令和 7 年 3 月 31 日までの間に開始する各

事業年度 

2 年延長され、令和 9 年 3 月 31 日までの間に開

始する各事業年度 
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当該改正後に適⽤される法人税率はおおむね以下のとおりとなる。 

法人区分 所得区分 税率 

 

大法人 

 

 

― 23.2％ 

中小法人 

（大法人による完全支

配関係がある普通法人、

大通算法人等を除く） 

所得 10 億円超 

（適⽤除外事業者、 

通算法人等を除く） 

年 800 万円超の所得金額 23.2％ 

年 800 万円以下の所得金額 17％ （本則 19％） 

所得 10 億円以下 

（適⽤除外事業者、 

通算法人等を除く） 

年 800 万円超の所得金額 23.2％ 

年 800 万円以下の所得金額 15% （本則 19％） 

適⽤除外事業者 

（過去 3 年平均で 

所得 15 億円超）、 

通算法人（大通算法人を

除く） 

年 800 万円超の所得金額 23.2％ 

年 800 万円以下の所得金額 19％ 

 

(3) 外形標準課税についての改正（令和 6 年度税制改正） 

令和 6 年度税制改正では外形標準課税についての改正が行われたため、外形標準課税の適⽤有無について影響がある

場合には、それを考慮して将来の法定実効税率を計算する必要がある。 

この改正は①減資への対応、②100％子法人等への対応の 2 種類の内容で構成されている。 

① 減資への対応は、前事業年度に外形標準課税の対象法人が減資を行って資本金 1 億円以下にしたとしても、資本

金と資本剰余金の合計額が 10 億円を超えるときは外形標準課税の対象から外れないという内容である（地法附則

8 の 3 の 3）。 

当該改正は令和 7 年 4 月 1 日に施行され、同日以後に開始する事業年度から適⽤される（R6 改正地法附 1 三、

6、7①）1。 

② 100％子法人等（特定法人との間に特定法人による完全支配関係（法法 2 十二の七の六）がある法人。以下同

じ）への対応は、資本金と資本剰余金の合計額が 50 億円を超える法人等（資本金 1 億円以下である場合等や、

非課税・所得割のみで課税される種類の法人である場合を除く。以下：「特定法人」）の 100％子法人等について

は、資本金 1 億円以下であったとしても、資本金と資本剰余金の合計額2が 2 億円を超えるものは外形標準課税の対

象とされるという内容である（地法 72 の 2①一ロ）。当該改正は令和 8 年 4 月 1 日に施行され、同日以後に開始

する事業年度から適⽤される（R6 改正地法附 1 四、6・8①）。 

3. (2)にて、特定法人の 100％子法人等が令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度につき外形標準課税の適⽤対象

になる前提の税率推移を検討する。 

なお、これらの改正についての詳細は「外形標準課税の対象法人の見直し～令和 6 年度税制改正大綱に基づいた考察

～」（Japan Tax Newsletter 2024 年 1 月 19 日号 デロイト トーマツ税理士法人 ウェブサイト）をご参照いただきたい。 

  

 

1 公布日（令和 6 年 3 月 30 日） を含む事業年度の開始の日の前日（3 月決算の場合、令和 5 年 3 月 31 日）から施行初年度開

始日の前日（3 月決算の場合、令和 7 年 3 月 31 日）までの間に終了したいずれかの事業年度において外形標準課税の対象であった

場合 には、施行初年度（3 月決算の場合、令和 8 年 3 月期）の前事業年度において外形標準課税の対象であったものとして扱わ

れることとされている（公布日（令和 6 年 3 月 30 日）を含む事業年度の前事業年度（3 月決算の場合、令和 5 年 3 月期）に外形

標準課税の対象であって、公布日の前日（令和 6 年 3 月 29 日）に資本金 1 億円以下であり、その後公布日（令和 6 年 3 月 30

日）から施行初年度開始日の前日（令和 7 年 3 月 31 日）までに終了した事業年度において外形標準課税対象外である場合を除

く）（R6 改正地法附 7②）。 

2 公布日（令和 6 年 3 月 30 日）以後に当該 100％子法人等がその 100％親法人等に対して資本剰余金の減少を伴う剰余金の配

当・出資の払戻しを行った場合においては、当該減少額を加算した金額とされる。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/tax-finance/japan-tax-newsletter-19january2024.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/tax-finance/japan-tax-newsletter-19january2024.html
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2. 外形標準課税適用法人（主に大法人）についての法定実効税率 

外形標準課税適⽤法人については、令和 9 年 3 月期以降について防衛特別法人税を考慮する必要があり、法定実効税

率は以下のように計算される。 

 

（注） 

 住民税法人税割・事業税所得割の超過税率は東京都における税率による。 

 特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課税標準とするため、事業税所得割の標準税率×特別法

人事業税率の算式により法定実効税率を計算する。 

なお、令和 6 年 3 月期において外形標準課税適⽤対象であった法人が令和 7 年 3 月期に減資をして資本金 1 億円以

下になったとしても、令和 8 年 3 月期には①減資への対応の適⽤が開始し外形標準課税の適⽤対象になるため、注意が

必要である。詳細は「外形標準課税の対象法人の見直し～令和 6 年度税制改正大綱に基づいた考察～」（Japan Tax 

Newsletter 2024 年 1 月 19 日号 デロイト トーマツ税理士法人 ウェブサイト）をご参照いただきたい。 

 

  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/tax-finance/japan-tax-newsletter-19january2024.html
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3. 外形標準課税不適用法人についての法定実効税率 

(1) 外形標準課税不適用法人（100％子法人等への対応に該当しない例） 

外形標準課税不適⽤法人についても、令和 9 年 3 月期以降について防衛特別法人税を考慮する必要がある。法定実効

税率は以下のように計算される。 

 

（注） 

 中小法人の軽減税率について１. (2)の税制改正が行われているが、年 800 万円以下の所得の部分のみに適⽤される税率であり、

当該計算においては考慮していない。 

 住民税法人税割・事業税所得割の超過税率は東京都における税率（外形標準課税不適⽤法人の事業税所得割税率について

は軽減税率不適⽤法人に対する税率）による。 

 特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課税標準とするため、事業税所得割の標準税率×特別法

人事業税率の算式により法定実効税率を計算する。 
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(2) 100％子法人等への対応により外形標準課税対象となる例 

1 (1)②の 100％子法人等への対応により、特定法人の 100％子法人等で資本金と資本剰余金の合計額が 2 億円を超え

るものは、令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度につき、外形標準課税の対象とされる。当該 100％子法人等への対応

措置により新たに外形標準課税の対象になる法人については、適⽤初年度とその翌年度についてその負担を軽減する措置

が設けられており（R6 改正地法附 8②）、この負担軽減措置について、税額が増加する事業税（付加価値割）及び事

業税（資本割）を軽減する措置と解釈する場合、当該措置の適⽤対象となる法人についての法定実効税率の推移は次

のとおりとなる。 

 

 

（注） 

 中小法人の軽減税率について１. (2)の税制改正が行われているが、年 800 万円以下の所得の部分のみに適⽤される税率であり、

当該計算においては考慮していない。 

 住民税法人税割・事業税所得割の超過税率は東京都における税率（外形標準課税不適⽤法人の事業税所得割税率について

は軽減税率不適⽤法人に対する税率）による。 

 特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課税標準とするため、事業税所得割の標準税率×特別法

人事業税率の算式により法定実効税率を計算する。 

 

4. おわりに 

以上のように、令和 7 年度税制改正により創設された防衛特別法人税について、税効果会計の適⽤にあたっては、令和 8

年 4 月 1 日以後開始事業年度の法定実効税率の計算に考慮する必要がある。また、外形標準課税についての令和 6 年

度税制改正により将来の外形標準課税の適⽤有無が変わる可能性についても考慮する必要がある。 

なお、税効果会計の適⽤に当たっては、会計基準その他における取扱いを確認する必要がある点をご留意いただきたい。 

 

（東京事務所 大野 久子） 

 

 

【参考】 

法定実効税率についての最新情報～令和 6 年 3 月決算を迎えるに当たり、外形標準課税の改正等を確認～ 
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